
埋蔵文化財保護についての関係法規 
 

 

 

文化財保護法（抜粋） 

 
 第一章 総則  

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、

世界文化の進歩に貢献することを目的とする。  

（文化財の定義）  

第二条  この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。  

一  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又

は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。）

並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」という。）  

二  （省略） 

三  （省略）  

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭

園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生

息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている

土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。）  

五  （省略）  

六  （省略）  

２  （省略）  

３  （省略）  

（政府及び地方公共団体の任務）  

第三条  政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないも

のであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるよ

うに、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。  

（国民、所有者等の心構）  

第四条  一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなけ

ればならない。  

２  文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために

大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。  

３  政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければなら

ない。  

 

第六章 埋蔵文化財 

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）  

第九十二条  土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、その調査のため土地を

発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三

十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。  

２  埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な

事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。  

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）  

第九十三条  土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地

として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘しようとする場合には、前条

第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるも

のとする。  

２  埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に

係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を

指示することができる。  



 

（国の機関等が行う発掘に関する特例）  

第九十四条  国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの（以

下この条及び第九十七条において「国の機関等」と総称する。）が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵

文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当

該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。  

２  文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、

当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることがで

きる。  

３  前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長に協議しなけれ

ばならない。  

４  文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実

施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。  

５  前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長（国有財産法 （昭和二十三年法律第七十三号）第

四条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）であるときは、これらの規定に規定する通知、又

は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。  

（埋蔵文化財包蔵地の周知）  

第九十五条  国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を

図るために必要な措置の実施に努めなければならない。  

２  国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることがで

きる。  

（遺跡の発見に関する届出、停止命令等）  

第九十六条  土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められる

ものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更

することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出

なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を

変更することを妨げない。  

２  文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その

保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定め

て、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、

三月を超えることができない。  

３  文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければ

ならない。  

４  第二項の命令は、第一項の届出があつた日から起算して一月以内にしなければならない。  

５  第二項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁

長官は、一回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただ

し、当該命令の期間が、同項の期間と通算して六月を超えることとなつてはならない。  

６  第二項及び前項の期間を計算する場合においては、第一項の届出があつた日から起算して第二項の命令を

発した日までの期間が含まれるものとする。  

７  文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた場合においても、第二項及び第五項に規定する措置を執る

ことができる。  

８  文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上

必要な指示をすることができる。前項の規定により第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされ

なかつたときも、同様とする。  

９  第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。  

１０  前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。  

（国の機関等の遺跡の発見に関する特例）  

第九十七条  国の機関等が前条第一項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第九

十二条第一項又は第九十九条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更するこ

となく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措

置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。  



２  文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その

保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を

求めるべき旨の通知をすることができる。  

３  前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しなければならない。  

４  文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告

をすることができる。  

５  前各項の場合には、第九十四条第五項の規定を準用する。  

（文化庁長官による発掘の施行）  

第九十八条  文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国に

おいて調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することが

できる。  

２  前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権

原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しな

ければならない。  

３  第一項の場合には、第三十九条（同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。）及

び第四十一条の規定を準用する。  

（地方公共団体による発掘の施行）  

第九十九条  地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財

について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行すること

ができる。  

２  地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。  

３  文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。  

４  国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。  

第百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  

一  （省略）  

二  第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わ

なかつた者  

第百九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。  

一  （省略）  

二  第九十八条第三項（第百八十六条第二項で準用する場合を含む。）で準用する第三十九条第三項で準用す

る第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者  

三  （省略） 

第二百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。  

一  （省略） 

二  （省略）  

三  （省略） 

四  （省略） 

五  （省略） 

六  第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者  

七  （省略）  

第二百三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。  

一  （省略） 

二  （抜粋）...第九十二条第一項、第九十六条第一項...規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者  

三  （省略）  

 

 

遺失物法（抜粋） 
 

第一節 拾得者の義務  

第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認め

られる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。  



２  施設において物件（埋蔵物を除く。第三節において同じ。）の拾得をした拾得者（当該施設の施設占有者

を除く。）は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければなら

ない。  

３  前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第三十五条第二項に規

定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用し

ない。  

 

 第二節 警察署長等の措置 

（公告等）  

第七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないと

きは、次に掲げる事項を公告しなければならない。  

一  物件の種類及び特徴  

二  物件の拾得の日時及び場所  

２  前項の規定による公告（以下この節において単に「公告」という。）は、同項各号に掲げる事項を当該警

察署の掲示場に掲示してする。  

３  警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。  

４  警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間（埋

蔵物にあっては、六箇月間）は、前二項に定める措置を継続しなければならない。  

５  警察署長は、提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定に

より押収されたときは、第一項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。この場合において、警察署

長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。  

 


